
「国と地方の協議」(平成２９年春)規制の特例措置に関する協議結果 内閣府地方創生推進事務局　　　　

担当省庁 担当課 根拠法令等 対応 実施時期 スケジュール 根拠法令や規制の趣旨
担当省庁の見解

（自治体の提案を実施した場合の社会的弊害、
考え得る代替措置や対応策等を含む）

対応 理由等 内閣府コメント 内閣府整理

１回目 Ｆ 平成30年３月

診療報酬改定に
ついては、
平成29年中、中
央社会保険医療
協議会におい
て、
（～秋頃）：各検
討項目の具体的
な方向性につい
て
（～年末）：改定
の基本方針を踏
まえた対応につ
いて
議論を行い、

平成30年１月か
ら３月にかけて、
厚生労働大臣の
諮問に対する中
央社会保険医療
協議会からの答
申を踏まえ、診療
報酬改定に係る
必要な告示の公
布・通知の発出を
行う予定。

当該項目は、プライマリ機能を担う地域の医療機
関と、地域のかかりつけ医を支援する医療機関と
の機能分化・役割分担を図る観点から、200床未
満の保険医療機関で算定可能としている。

医療資源の少ない地域に配慮した診療報酬上の評価のあり方につい
て、平成30年度診療報酬改定に向けて、中央社会保険医療協議会に
おいて検討を行う。

b
このたびの特区協議を経て、平成30年度診療報酬改定に向けて中
央社会保険医療協議会で検討を行うとの回答であるが、協議会に提
案される具体的な内容を示していただきたい。また、協議会での検討
の状況について、随時、情報提供をお願いしたい。

　厚生労働省から、本件については次期診療報酬改定（平成30年度）に向けて中央社
会保険医療協議会において今後検討を行っていく旨の見解が示されたため、一旦協議
を終了する。
　厚生労働省は、指定自治体の回答を踏まえ、可能な限り情報提供を行うこと。
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厚生労働省
保険局医療
課

健康保険法（大正11年
法律第70号）
診療報酬の算定方法
（平成20年厚生労働省
告示第59号）

かがわ医療福祉
総合特区

29110

離島の病院における
特定疾患に係る処方
料等の加算について
（島しょ部における地
域医療安定化事業）

【①特定疾患に係る処方料の加算】
現行の診療報酬の算定方法（平成20年厚生
労働省告示第59号）別表第1/第２章/第５部/
区分F100/注５、６）にて、特定疾患に係る処
方料の加算については、許可病床数200床未
満において、入院中の患者以外の患者に対
して処方を行った場合に算定できるとされて
いるが、離島の病院に限り、200床以上でも算
定できることとする。

【②特定疾患に係る処方せん料の加算】
現行の診療報酬の算定方法（平成20年厚生
労働省告示第59号）別表第1/第２章/第５部/
区分F400/注４、５）にて、特定疾患に係る処
方せん料の加算については、許可病床数200
床未満において、入院中の患者以外の患者
に対して処方を行った場合に算定できるとさ
れているが、離島の病院に限り、200床以上
でも算定できることとする。

政策課題　：二次医療の地域完結
解決策　　 ：小豆島中央病院におい
て、施設基準等にとらわれない特掲
診療料の算定が可能となることで、
限られた医療資源の中でも患者の
状態にあった 適な医療提供体制
が構築でき、小豆医療圏内の地域
住民に対し、二次医療の地域完結
に加え、持続性のある安定した地域
医療を提供することが可能となる。

かがわ医療福祉
総合特区

29109

離島の病院における
特定疾患療養管理料
の算定について（島
しょ部における地域医
療安定化事業）

【特定疾患療養管理料】
現行の診療報酬の算定方法（平成20年厚生
労働省告示第59号）別表第1/第２章/第１部/
区分Ｂ０００）にて、特定疾患療養管理料につ
いては、診療所または許可病床数200床未満
において段階的に算定できるとされている
が、離島の病院に限り、200床以上でも算定
できることとする。

政策課題　：二次医療の地域完結
解決策　　 ：小豆島中央病院におい
て、施設基準等にとらわれない特掲
診療料の算定が可能となることで、
限られた医療資源の中でも患者の
状態にあった 適な医療提供体制
が構築でき、小豆医療圏内の地域
住民に対し、二次医療の地域完結
に加え、持続性のある安定した地域
医療を提供することが可能となる。

厚生労働省
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厚生労働省
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法律第70号）
診療報酬の算定方法
（平成20年厚生労働省
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かがわ医療福祉
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29108

離島の病院における
地域包括ケア入院医
療管理料の算定につ
いて（島しょ部における
地域医療安定化事業）

【①地域包括ケア入院医療管理料１】
現行の基本診療料の施設基準等（平成28年
３月４日厚生労働省通知　基本診療料の施設
基準等及びその届出に関する手続きの取扱
いについて（保医発0304第１号）別添４/第12/
１/(14))にて、 「地域包括ケア入院医療管理
料１については、許可病床200床未満の保険
医療機関に限る。」とされているが、離島の病
院に限り、200床以上でも算定できることとす
る。

【②地域包括ケア入院医療管理料２】
現行の基本診療料の施設基準等（平成28年
３月４日厚生労働省通知　基本診療料の施設
基準等及びその届出に関する手続きの取扱
いについて（保医発0304第１号）別添４/第12/
２)にて、 「地域包括ケア入院医療管理料２に
ついては、許可病床200床未満の保険医療機
関に限る。」とされているが、離島の病院に限
り、200床以上でも算定できることとする。

政策課題　：二次医療の地域完結
解決策　　 ：地域包括ケア病床の設
置については、在宅復帰を前提にし
た 適なリハビリ医療の提供を可能
とすることから、患者の入院長期化
を避け、住民の健康寿命の延伸が
期待できるところ。小豆島中央病院
において、限られた医療資源の中で
も、施設基準等にとらわれない柔軟
な病床運用により、病院経営を圧迫
することなく当該病床を設置するこ
とができれば、小豆医療圏内の地
域住民に対し、二次医療の地域完
結に加え、持続性のある安定した地
域医療を提供することが可能とな
る。

指定自治体の回答

【指定自治体の回答における対応欄内容】
　ａ:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れらない　ｄ：その他

　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　  　　  　　　内閣府整理

　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　  　  　　　【整理フラグ欄内容】
ⅰ：取組を実現するため、法令等の措置を行うことについて国と地方で合意に至ったもの
ⅱ：取組を実現するため、法令等の措置を行うという方向性について合意に至り、一部条件等を
　　詰めるための協議を継続するもの
ⅲ：現行制度においても取組の実現が可能であることについて国と地方で合意に至ったもの
ⅳ：自治体は省庁から提示された見解を受け入れたが、必要が生じた場合に改めて協議を行うもの
ⅴ：一旦協議を終了し、再提案に向けて提案者側で再検討を行うもの
ⅵ：国と地方の間に見解の相違があり、合意に至らなかったもの

担当省庁の見解

【担当省庁の見解における対応欄内容】
　Ａ－１：指定自治体の提案どおり総合特区で実施　Ａ－２：全国展開で実施　Ｂ：条件を提示して実施　Ｃ：代替案の提示

Ｄ：現行法令等で対応可能　Ｅ：対応しない　Ｆ：各省が今後検討　Ｚ：指定自治体が検討政策課題とその解決策 回数特区名
整理
番号

提案事項名 提案事項の具体的内容
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１回目 Ｆ 平成30年３月

診療報酬改定に
ついては、
平成29年中、中
央社会保険医療
協議会におい
て、
（～秋頃）：各検
討項目の具体的
な方向性につい
て
（～年末）：改定
の基本方針を踏
まえた対応につ
いて
議論を行い、

平成30年１月か
ら３月にかけて、
厚生労働大臣の
諮問に対する中
央社会保険医療
協議会からの答
申を踏まえ、診療
報酬改定に係る
必要な告示の公
布・通知の発出を
行う予定。

当該項目は、プライマリ機能を担う地域の医療機
関と、地域のかかりつけ医を支援する医療機関と
の機能分化・役割分担を図る観点から、半径４
メートル以内に診療所が存在する場合には、200
床未満の保険医療機関であることを施設基準とし
ている。

医療資源の少ない地域に配慮した診療報酬上の評価のあり方につい
て、平成30年度診療報酬改定に向けて、中央社会保険医療協議会に
おいて検討を行う。

b
このたびの特区協議を経て、平成30年度診療報酬改定に向けて中
央社会保険医療協議会で検討を行うとの回答であるが、協議会に提
案される具体的な内容を示していただきたい。また、協議会での検討
の状況について、随時、情報提供をお願いしたい。

　厚生労働省から、本件については次期診療報酬改定（平成30年度）に向けて中央社
会保険医療協議会において今後検討を行っていく旨の見解が示されたため、一旦協議
を終了する。
　厚生労働省は、指定自治体の回答を踏まえ、可能な限り情報提供を行うこと。
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行う予定。

在宅・生活復帰支援機能の質を担保する観点か
ら、専従での配置を求めている。

医療資源の少ない地域に配慮した診療報酬上の評価のあり方につい
て、平成30年度診療報酬改定に向けて、中央社会保険医療協議会に
おいて検討を行う。

b
このたびの特区協議を経て、平成30年度診療報酬改定に向けて中
央社会保険医療協議会で検討を行うとの回答であるが、協議会に提
案される具体的な内容を示していただきたい。また、協議会での検討
の状況について、随時、情報提供をお願いしたい。

　厚生労働省から、本件については次期診療報酬改定（平成30年度）に向けて中央社
会保険医療協議会において今後検討を行っていく旨の見解が示されたため、一旦協議
を終了する。
　厚生労働省は、指定自治体の回答を踏まえ、可能な限り情報提供を行うこと。

ⅳ

２回目

１回目 Ｆ 平成30年３月

診療報酬改定に
ついては、
平成29年中、中
央社会保険医療
協議会におい
て、
（～秋頃）：各検
討項目の具体的
な方向性につい
て
（～年末）：改定
の基本方針を踏
まえた対応につ
いて
議論を行い、

平成30年１月か
ら３月にかけて、
厚生労働大臣の
諮問に対する中
央社会保険医療
協議会からの答
申を踏まえ、診療
報酬改定に係る
必要な告示の公
布・通知の発出を
行う予定。

画像診断報告等の質を確保する観点から、専従
での配置を求めている。

医療資源の少ない地域に配慮した診療報酬上の評価のあり方につい
て、平成30年度診療報酬改定に向けて、中央社会保険医療協議会に
おいて検討を行う。

b
このたびの特区協議を経て、平成30年度診療報酬改定に向けて中
央社会保険医療協議会で検討を行うとの回答であるが、協議会に提
案される具体的な内容を示していただきたい。また、協議会での検討
の状況について、随時、情報提供をお願いしたい。

　厚生労働省から、本件については次期診療報酬改定（平成30年度）に向けて中央社
会保険医療協議会において今後検討を行っていく旨の見解が示されたため、一旦協議
を終了する。
　厚生労働省は、指定自治体の回答を踏まえ、可能な限り情報提供を行うこと。

ⅳ

２回目

厚生労働省
保険局医療
課

健康保険法（大正11年
法律第70号）
診療報酬の算定方法
（平成20年厚生労働省
告示第59号）

かがわ医療福祉
総合特区

29113

離島の病院における
画像診断担当医師の
常勤要件に関する緩
和について（島しょ部
における地域医療安
定化事業）

【在宅勤務医師を常勤とする取扱い】
現行の特掲診療料の施設基準等（成28年３
月４日厚生労働省通知　特掲診療料の施設
基準等及びその届出に関する手続きの取扱
いについて（保医発0304第２号）　別添１/第
30/２/(２)）では、画像診断管理加算にあって
は、画像診断を専ら担当する常勤の医師を１
名以上配置することとされているが、離島に
おける病院に限り、在宅勤務としている非常
勤医師であっても常勤扱いとする規制の緩和
を求めるものです。

政策課題　：二次医療の地域完結
解決策　　 ：小豆島中央病院におい
て、施設基準等で必要とされている
医療人材数の確保に向けた要件が
緩和されることで、限られた医療資
源の中でも患者の状態にあった
適な医療提供体制が構築でき、小
豆医療圏内の地域住民に対し、二
次医療の地域完結に加え、持続性
のある安定した地域医療を提供す
ることが可能となる。

厚生労働省
保険局医療
課

健康保険法（大正11年
法律第70号）
診療報酬の算定方法
（平成20年厚生労働省
告示第59号）

かがわ医療福祉
総合特区

29112

離島の病院における
社会福祉士等の専従
要件に関する緩和に
ついて（島しょ部にお
ける地域医療安定化
事業）

【①退院支援加算等に係る社会福祉士等の
要件を専従から専任に緩和】
現行の基本診療料の施設基準等（平成28年
３月４日厚生労働省通知　基本診療料の施設
基準等及びその届出に関する手続きの取扱
いについて（保医発0304第１号）別添３/第26
の５/１/(２) （３））では、入院基本料等加算に
おける退院支援加算にあっては、退院支援及
び地域連携業務に関する十分な知識を有す
る専従の社会福祉士等が1名以上配置されて
いること等が要件とされているが、離島にお
ける病院に限り、専従を専任とする要件の緩
和を求めるもの。

【②地域包括ケア病棟入院料に係る言語聴
覚士等の要件を専従から専任に緩和】
現行の基本診療料の施設基準等（平成28年
３月４日厚生労働省通知　基本診療料の施設
基準等及びその届出に関する手続きの取扱
いについて（保医発0304第１号）別添４/第12/
１/（３））では、地域包括ケア病棟入院料の施
設基準にあっては、「当該病棟又は病室を含
む病棟に、専従の常勤理学療法士、専従の
常勤作業療法士又は専従の言語聴覚士が１
名以上配置されていること」が要件とされてい
るが、離島における病院に限り、専従を専任
とする要件の緩和を求めるもの。

政策課題　：二次医療の地域完結
解決策　　 ：小豆島中央病院におい
て、施設基準等で必要とされている
医療人材数の確保に向けた要件が
緩和されることで、限られた医療資
源の中でも患者の状態にあった
適な医療提供体制が構築でき、小
豆医療圏内の地域住民に対し、二
次医療の地域完結に加え、持続性
のある安定した地域医療を提供す
ることが可能となる。

かがわ医療福祉
総合特区

29111

離島の病院における
在宅療養支援病院の
要件緩和について（島
しょ部における地域医
療安定化事業）

【在宅療養支援病院】
現行の特掲診療料の施設基準等（平成28年
３月４日厚生労働省通知　特掲診療料の施設
基準等及びその届出に関する手続きの取扱
いについて（保医発0304第２号）別添１/第14
の２/１/（１）（２）（３）各ア）では、在宅療養支
援病院の施設基準については、「許可病床数
が200床未満の病院であること」とされている
が、離島の病院に限り、「許可病床数が200床
未満の病院であること」の要件は問わないこ
ととする。

政策課題　：二次医療の地域完結
解決策　　 ：小豆島中央病院におい
て、施設基準等にとらわれない特掲
診療料の算定が可能となることで、
限られた医療資源の中でも患者の
状態にあった 適な医療提供体制
が構築でき、小豆医療圏内の地域
住民に対し、二次医療の地域完結
に加え、持続性のある安定した地域
医療を提供することが可能となる。

厚生労働省
保険局医療
課

健康保険法（大正11年
法律第70号）
診療報酬の算定方法
（平成20年厚生労働省
告示第59号）
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